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B市長 殿

地方税法附則第59条 第 1項の規定により、以下のとおり徴収の猶予を申請します。
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日 イベント等の自粛で収入が減少 □ 外出 ア
新型コロナウイルス

感染症等の影響 _

(1)収入の減少の

令和 2年 2月 以降、前年同月と比べて収入の減少率が大きい月の収支状況を記載 してください。

支出平均額

(③ +⑩十①)

■記入月数

り

3,160,j20 円

(注 )売上などを「収入」に、仕入、販売管理費/一 般管理費、借入金返済などを「支出Jに記入ください。なお、減価償却費など、実際に支

払を伴わない費用などは「支出」に該当しません。また、申請者が法人の場合は、生活費は「支出」に該当しません。

※職員記入欄 明細、預金通帳等)□ 聴取
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収入減少率 :令和 2年 2月 以降の任意の翔問 (1

か月以上)において、収入が前年同期に比べて概

ね20%以上減少 していることを示すためのもの

です。収入 。支出状況の把握のため 3か月分の記

載欄がありますが、計算の際は、減少率の大きい

ものを記載 してくださいぅ

電話番号

税理士法第30条 の書面提出や]

申請者 :法人が申請する場合tま、代表者の住所、
役職、氏名を法人の所在地や名称の下に併せて記

載してくださし、 (法人の場口への電話番号につい

ては、担当部署の連絡先を記載してください。)

申請年月日 :申請書を提出する日を記入ください。

なお、法施行日から2か月後、又は、納期限のい

ずれか,竪い日までに申請が必要です.

1申請者名等 (以下の項目について、ご記入をお願いします.,

納付又Iよ納入すべき税 :証紙徴収の方法で絆:め る

t)の を除き全ての税目が対象です。微収猶予を申

請するときに、猶予を受けようとするものを記裁

ください。また、年度及び税曰く)、 ずヽれかの欄 こヽ、

併せて期別を記載 していただいてモ)構いませ

ん。

納期限 :それぞれの納翔限を記入ください.なお、

令和 2年 2月 1日 から令和 3年 1月 31日 までに

納期限が到来するモ)のが対象です.

納付書番号等 i各地方団体で使用する名称が異な

ります (例 i台帳番号・1冊番号など)の で、識別

2猶予額の計g

(注)会計ソフト会

新型コロナウイルス感染症等の影響 :イ ベント等の自粛で
l更入が減少、外出白粛要請で収入が減少など、新型コロナ

ウイルス感染症やそのまん延防止のための措置の影響によ

り収入が減少していることが必要です。

聞`き取りをしながら記載します。)

等いません。



当面の運転資金等
rF力 × Fヽ rFヽ 力ヽ 日考卜ヽ ゝ

今後6か月間に予定されて
いる臨時支出等の額

18,?63,120   円 3つ 0,000  円

当面の支出
見込額 (④ )

I?,2bj,120   円

(2)当面の運転資金等の状況等

十

| 金額 金額

現金 200,000  円 預貯金 |,?45,463  円

現金・預貯金の
合計 (⑭ )

2,145,463  円

(3)現金口預貯金残高

(①十②)糸内付・納入すべき税

|,000,000 円

(4)納付可能金額

納付可能金額(⑮ )

(5)猶予を受けようとする金額

|.000 0000 円 円

0  円⑭ (現金・預貯金残高)一⑬ (当 面の支出見込額)

董面の支出見込額 (⑬), Hl, 収入の減少の状況等」において、計算し

た支出平均額 (0)を 6か月分としたく)の と、今後6か月間に予定されて

いる臨時支出等の額を合計したモ)の を記載してください。

猶予額 i H餅  当面の運転資金等の状況等i、 「皓1 現金・諏貯金残高J

:韓l 納付可能金額」について記載し、計算した納付可能金額 (0)を 、

納付・納入すべき税 (O■②)か ら差し引いたミ,の を記歳してください,

曰この申請が許可されなかった場合 (※ )は、他の猶予制度 (換価の猶予)の適用を希望します。

少率が低いときはこの申請は許可されませんが、他の猶予制度 (換価の猶予)に より猶予を※

てヽご案内します。

令和 2年 2月以降の任意の期間 (1か月以上)において、事業をされている方の収入が前年同期間に比べておおむ

ね200/0以 上減少した場合、「収入の減少」があるものとして猶予の対象となります。

フリーランスの方などの報酬、派這労働者の方などの給与についても、同じように減少していれば、「収入の減

少」があるものとして猶予の対象となります。

なお、新型コロナウイルスの発生とは関係なく減少した収入 (臨時収入の減少など)については、この「収入の減

少」の計算には含まれません。

《「納付可能金額」とは…》

当面 (向 こう 6か月分)の事業資金・生活費等を超える現金・預貯金をお持ちの場合、その超えた金額について

は、「納付可能金額」として納期限までに納付していただく必要があります。

ご協力をお願いします。

本件の猶予申請の許可叉は不許可の結果については、通知書でお知らせします。

今後 (2か月程度)に、国税や社会保険料などの納税の猶予申請をされる場合には、この申請書

(こ

B市

3その他の猶予申請 (他の猶予の申請を併せて希望する場合)

チェックボックスはあくまで他の猶予制度の希望欄であり、当然にこれだ

けで他の残予制度が適用されるわけではありませんので、ご留意くださいこ


